
 

ニュースレポート 

令和６年１月１１日 

 

報 道 機 関  各 位 

消防本部予防課予防係 

警防課警防係 

 

タイトル  「第７０回文化財防火デー」に伴う予防査察及び消防訓練について   

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

「第７０回文化財防火デー」の実施 

 

日  時 

 

令和６年１月２５日（木）９時３０分～ 予防査察（有年地区） 

    １月２６日（金）９時３０分～ 予防査察（赤穂地区） 

１月２６日（金）９時００分～ 消防訓練 

               （赤穂市立歴史博物館） 

 

場所・住所 

 

※詳細については、別添資料のとおり 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

 １月２６日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日（昭和２４年）にあたり、この日を「文

化財防火デー」と定め、文化財等を火災、震災その他の災害から守るため、全国的に

文化財防火運動を展開し、文化財愛護思想の高揚を図っています。 

 当市消防本部においても、１月２５日（木）、２６日（金）に赤穂市内 13 ヵ所の

文化財で予防査察を実施します。 

 また、１月２６日（金）９時００分から「赤穂市立歴史博物館」で消防訓練を実施

します。 

 ※消防訓練では、はしご車からの放水を行います。 

問い合わせ先 

部課係名：消防本部予防課・警防課 

担当者名：予防課査察担当 西川（予防査察関係） 

     警防課警防係  葛島（消防訓練関係） 

電 話：予防課 ４３－６８８２  内線（５２７２） 

     警防課 ４３－６８８３ 内線（５２４２） 

F A X：代 表 ４５－０１１９ 

〇添付資料（○有・無） ○ホームページへの掲載（有・○無） 〇議会報告（有・○無） 

AKO CITY 

赤穂市 



（参考資料） 

 

 

「第７０回 文化財防火デー」査察等実施計画 

 

１ 趣  旨 

  １月２６日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日（昭和２４年）に当たるので、この日を「文化財防

火デー」と定め、この日を中心として市内の文化財等を火災、震災その他の災害から守るため、「文

化財防火運動」を展開し、市民の文化財愛護に関する意識の高揚を図るものである。 

 

２ 査  察 

 ⑴ 実施日等    令和６年１月２６日（金） ９時３０分から 

           赤穂市  ※ 有年地区除く １０施設（赤穂署） 

           令和６年１月２５日（木） ９時３０分から 有年地区 ３施設（上郡署） 

 ⑵ 実施対象物等  別紙のとおり 

 ⑶ 重点項目     

ア 消防法令違反等の是正の徹底 

  イ 文化財建造物等の関係者に対する防火・防災指導 

  ウ 消防用設備等に係る定期点検の励行の指導 

 

３ 消防訓練 

⑴ 実施日時    令和６年１月２６日（金）９時００分から 

 ⑵ 実施場所    赤穂市上仮屋９１６番地１  赤穂市立歴史博物館 

⑶ 訓練内容    別紙のとおり 

 

４ その他 

  査察は赤穂消防署予防課、上郡消防署庶務予防係及び教育委員会 文化財課文化財係が合同で実施

する。 

 

 

 

 



 

 

文化財等査察実施予定表 

 

赤穂市（有年地区除く） 

実施日時 文 化 財 名 称 等 地 区 

１月２６日  ９：３０ 

１０：００ 

１０：３０ 

１１：００ 

赤穂市立歴史博物館（赤穂の製塩用具外） 上仮屋 

赤穂大石神社（大石良雄宅跡長屋門） 〃 

近藤源八宅跡長屋門（市指定・有形文化財） 〃 

赤穂市立民俗資料館（旧日本専売公社赤穂支局） 加里屋 

１月２６日 １３：３０ 

１４：００ 

１４：３０ 

１５：００ 

１５：３０ 

１６：００ 

妙見寺（妙見寺観音堂） 坂越 

旧坂越浦会所（市指定・有形文化財） 〃 

普門寺（木造千手観音坐像） 尾崎 

赤穂市立美術工芸館 田淵記念館（田淵家文書） 御崎 

田淵氏庭園（国指定記念物） 御崎 

光浄寺（木造浅野赤穂藩主坐像） 新田 

 

有年地区 

実施日時 文 化 財 名 称 等 地 区 

１月２５日  ９：３０ 

１０：００ 

１０：３０ 

有年家長屋門 東有年 

東有年・沖田遺跡公園（東有年・沖田遺跡） 〃 

赤穂市立有年考古館（有年考古館収蔵考古資料） 有年楢原 

 



第７０回文化財防火デーに係る消防訓練の実施について  

 

１ 目  的 「第７０回文化財防火デー」を迎えるにあたり、貴重な財産である

文化財を火災等の災害から守るために消防訓練を実施することで、消

防戦術の確立を図ると伴に、市民の文化財愛護に関する意識の高揚を

図ることを目的とする。 

 

２ 日  時 令和６年１月２６日（金）９時００分から１０時００分 

 

３ 場  所 赤穂市上仮屋９１６番地１ 赤穂市立歴史博物館 

       ※国指定有形民俗文化財 赤穂の製塩用具外 

 

４ 参加車両 赤穂２１、赤穂２３、赤穂２６、赤穂２７、赤穂３３、赤穂３６ 

 

５ 訓練想定 歴史博物館１階から出火。現在、建物内は黒煙が充満しており火炎

が建物外に噴出している模様。 

       なお、建物内に要救助者が１名取り残されている模様。 

 

６ 訓練内容 指揮隊（赤穂２１） 

        災害状況の把握及び活動方針を決定し、各隊に活動内容を下命す

る。 

        

第２中隊 第１小隊 （赤穂２７） 

         駐車場に車両を部署。赤穂３３から補水を受け、高所放水を行

う。バスケット内の隊員は、災害状況を確認し中隊長へ報告する。 

        

第２中隊 第２小隊 （赤穂３３） 

        駐車場に車両を部署。赤穂２７へ補水を行うとともに分岐管から

１線延長し出火建物への放水を実施する。 

        

第２中隊 第３小隊 （赤穂２６）  

        駐車場に車両を部署。赤穂３６が救助した要救助者を引き継ぎ市

内 A病院へ搬送する。 

  

       第１中隊 第１小隊 （赤穂２３） 

        駐車場に車両を部署。１線延長し第１中隊第２小隊が実施する屋

内進入の援護注水を実施する。 



 

第１中隊 第２小隊 （赤穂３６） 

        駐車場に車両を部署。第１中隊第１小隊の援護注水を受け、屋内

進入。要救助者の救助活動を実施する。 

 

       ドローン隊 

        建物周辺を飛行させ、延焼状況の把握を行い、指揮本部に報告す

る。 

 

７ 参 加 者 赤穂消防署 消防長以下 ２９名 

 

８ そ の 他 訓練は雨天決行で実施します。 

 

 



 

戦斗図及び進入経路 

21 

33 

23 

36 

27 

赤２７の梯上放水は漆喰の

建物の屋根に放水する。 

赤３３隊の建物への放水は

空放水とする。（ホース延長

経路は漆喰の建物方向に延

長する） 

赤２３は空放水とする。 

26 

火 

漆喰の建物の壁面には、直接放水しないこと 

安管 

安管 

安全管理員は放水中に歩行

者がある場合は水が掛から

ないよう注意すること 

トイレ周辺及び駐車場東側

には駐車しないこと 


